
１１
月
定
例
会
の
概
要
�

���

　
開
会
日
の
11
月
28
日
に
は
、
平
成

14
年
度
岡
山
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出

決
算
を
は
じ
め
二
十
件
の
決
算
に
つ

い
て
採
決
し
、
続
い
て
岡
山
市
職
員

の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
な

ど
二
件
の
議
案
を
上
程
し
、
所
管
の

常
任
委
員
会
の
審
査
を
経
て
議
決
し

ま
し
た
。
そ
の
後
、
平
成
15
年
度
岡

山
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
四
号
）

な
ど
七
十
八
件
の
議
案
を
上
程
し
、

市
長
か
ら
所
信
表
明
と
提
案
理
由
説

明
を
受
け
、
議
案
検
討
の
た
め
六
日

間
の
休
会
に
入
り
ま
し
た
。�

　
議
案
や
市
政
の
重
要
課
題
に
つ
い

て
、
12
月
5
日
か
ら
9
日
ま
で
三
日

間
に
わ
た
っ
て
六
会
派
が
代
表
質
問

を
、
引
き
続
き
16
日
ま
で
五
日
間
に

わ
た
っ
て
二
十
六
人
の
議
員
が
個
人

質
問
を
行
い
ま
し
た
。�

　
個
人
質
問
終
了
後
、
六
常
任
委
員

会
に
議
案
や
請
願
・
陳
情
を
付
託
し
、

17
日
か
ら
19
日
に
か
け
て
そ
れ
ぞ
れ

の
委
員
会
で
審
査
及
び
調
査
を
行
い

ま
し
た
。�

  

最
終
日
の
22
日
に
は
、
各
常
任
委

員
会
の
委
員
長
か
ら
審
査
経
過
や
結

果
に
つ
い
て
報
告
を
受
け
、
議
案
や

陳
情
の
採
決
を
行
い
ま
し
た
。�

　
続
い
て
、
任
期
満
了
等
に
伴
う
人

権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦
に
同
意

し
た
後
、
市
長
の
専
決
処
分
事
項
の

指
定
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
な
ど
二

件
の
議
員
提
案
の
議
案
を
議
決
し
、

11
月
定
例
会
を
閉
会
し
ま
し
た
。�
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１１
月
定
例
会
は
１１
月
２８
日
に
開
会
し
、
代
表
質
問
、
�

個
人
質
問
、
各
常
任
委
員
会
の
審
査
を
行
い
、
議
案
、
�

陳
情
等
を
議
決
し
て
１２
月
２２
日
に
閉
会
し
ま
し
た
。
�

平
成
　
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
、
�

下
水
道
使
用
料
を
改
定
す
る
条
例

な
ど
を
可
決
�
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